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わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
歯
舞
、
色
丹
及
び
国
後
、
択
捉
等
の

　
北
方
領
土
の
島
々
が
、
戦
後
四
十
年
余
、
日
ソ
共
同
宣
言
に
よ
る
国

　
交
回
復
か
ら
数
え
て
三
十
年
余
を
経
た
今
日
も
な
お
返
還
さ
れ
ず
、

　
日
ソ
両
国
間
に
平
和
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
誠
に
遺

　
憾
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
昨
年
十
二
月
の
日
ソ
外
相
間
定
期
協
議
等
及
び
今
般
の
平
和
条
約

　
作
業
グ
ル
ー
プ
の
討
議
に
お
い
て
、
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
歴
史

　
的
事
実
関
係
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
率
直
か
つ
有
益
な
話
し
合
い
が
行
わ

れ
た
。
政
府
は
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
わ
が
国
の
基
本
方
針
に

基
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
今
後
も
更
に
積
極
的
に
行
う
と

と
も
に
、
両
国
外
相
会
談
を
中
心
と
し
て
準
備
作
業
が
進
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
訪
日
に
よ
る
両
国
最
高
首

脳
間
の
直
接
対
話
の
実
現
を
図
り
、
日
ソ
間
の
政
治
対
話
の
進
展
に

最
善
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。

　
北
方
領
土
の
返
還
実
現
は
、
長
年
に
わ
た
る
日
本
国
民
す
べ
て
の

悲
願
で
あ
る
。
か
か
る
国
民
の
総
意
と
心
情
に
応
え
る
た
め
、
政
府

は
、
北
方
領
土
に
お
い
て
継
続
さ
れ
て
い
る
ソ
連
の
軍
事
的
措
置
の

撤
回
を
求
め
る
と
と
も
に
、
北
方
領
土
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約



を
締
結
し
、
日
ソ
間
に
真
の
安
定
的
な
平
和
友
好
関
係
を
確
立
す
る

よ
う
全
力
を
傾
注
す
べ
き
で
あ
る
。

　
右
決
議
す
る
。

国
際
開
発
協
力
に
関
す
る
決
議

　
　
今
日
、
国
際
社
会
に
お
け
る
わ
が
国
の
役
割
と
責
任
は
一
層
重
大

　
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
果
た
す
べ
き
国
際
的
貢
献
に
大
き
な
期
待
が

　
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
自
ら
軍
事
大
国
に
な
る
こ
と
な
く
、
国
際
平
和
と
諸
国
民

　
の
経
済
的
繁
栄
に
貢
献
す
る
こ
と
を
外
交
の
基
本
と
す
る
わ
が
国
に

　
と
っ
て
も
国
際
開
発
協
力
の
重
要
性
は
一
段
と
増
大
し
て
い
る
。

　
　
よ
っ
て
、
本
院
は
、
国
際
開
発
協
力
に
対
す
る
関
与
を
強
め
る
こ

　
と
と
し
、
こ
の
た
め
こ
れ
に
関
し
審
議
す
る
場
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
政
府
に
お
い
て
は
、
平
成
元
年
六
月
二
十
一
日
、
本
院
外
交
・
総

　
合
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査
会
に
お
い
て
、
国
際
開
発
協
力
に
つ
い

　
て
合
意
を
み
た
、
国
際
開
発
協
力
の
理
念
・
目
的
と
諸
原
則
に
基
づ

　
き
行
う
こ
と
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
量
的
拡
充
及
び
質
的
改
善
を
図
る
こ
と
、

　
国
際
開
発
協
力
行
政
及
び
実
施
体
制
等
の
充
実
を
期
す
る
こ
と
、
国

　
会
と
行
政
府
と
の
関
係
を
強
め
る
こ
と
、
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得

　
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
の
各
事
項
に
基
づ
き
、
適
正

か
つ
効
率
的
な
施
策
の
推
進
に
最
善
の
努
力
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

　
右
決
議
す
る
。




